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裁判所では、国民の皆さまに新しくできた制度や裁判手続を知っていただくために随時テーマを定め、裁判所ウェブ

サイト(https://www.courts.go.jp/index.html)で案内しています。１月のテーマは「そのお悩み，裁判所の調停で解

決しませんか？」です。ぜひご覧ください。

調停について、詳しくは裁判所ウェブサイト（https://www.courts.go.jp/）をご覧ください。

裁判所からのお知らせ

問岐阜地方裁判所事務局総務課 �058―262―5122

問大垣税務署 法人課税第一部門 �78―4101（代表） 内線312

税務課 �32―1103

●個人事業者、フリーランスの人へ
令和３年10月１日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」の登録申請の受付が開始されました

「養老スマイルカード」は加盟店で買い物するとポイントが貯まるスマイルカー

ドです。カードがゲンちゃんでいっぱいになるとさまざまな活用法があることは

皆さまもう知っていますよね。

ふるさと応援券は、そのスマイルカードの右側部分を切り離したものです。こ

れを加盟団体が50枚集めると1,000円相当になります。養老町を盛り上げるた

めに活動をしている５人以上の非営利団体であれば、加盟団体になることができ

ます。地域で活躍している団体の皆さま、ぜひこの制度をご活用ください。

養老スマイルカードのふるさと応援券！ ～団体さんも応援します～

問養老カード振興会（町商工会内） �32―0549

事業者の人へ


